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防災行政無線の放送内容は、

TEL０１２０・９６９・７１１　または　TEL４３・７０７０

でご確認いただけます。スマホでの確認はこちらから▷

自

販

機

で
「

災

害

備

蓄

」



●問い合わせ先　行政課行政係　TEL４３・６８５０　FAX４３・６８９２

行政改革に取り組みます

～第９次行政改革大綱（集中改革プラン）を策定～

　本市では、昭和 60 年度に第１次行政改革大綱を策定し

て以来、事務事業を絶え間なく見直し行財政改革に取り組

んできましたが、令和５年度予算においても財源不足を計

上するなど、財政環境は依然として極めて厳しい状況にあ

ります。

　中期的な財政収支をベースとした試算では、令和５～９

年度の５年間で、合計約 54 億４千万円の歳出超過（財源不

足）となり、これまでと同様の行財政運営を続ければ、令

和７年度には基金が底をつくことが見込まれます。

●５年間の取組効果額（見込）の内訳 （百万円）

区　分 取組項目数 効果額（見込）

歳

入

確

保

策

債権回収の強化、公平性の実現 2 246

地方交付税、特定財源（国・県支出金等）の確保 2 2

受益者負担の適正化 6 70

その他歳入の積極的な確保 8 322

小計 18 640

歳

出

削

減

策

既存の公共施設等の在り方検討・見直し 6 43

事務事業の選択と集中 163 1,307

投資的経費の抑制 - 206

公債費の抑制 1 160

補助団体・外郭団体の自立的運営の促進 5 1

小計 175 1,717

合　計 193 2,357

　人口減少が進む中でも持続可能な行財政運営を確立する

必要があることから、このたび令和５～９年度の５か年を

計画期間とする「第９次赤穂市行政改革大綱（集中改革プ

ラン）」を策定しました。

　基金の取崩しに頼らない行財政構造を構築するため、具

体的な取組事項（１９３項目）の実施により、計画期間の５

年間で約 23 億６千万円の収支改善を目指します。（右図）
第９次行革により実現を目指す

収支および基金残高見通し（単位：百万円）

第９次行政改革大綱（集中改革プラン）は、市ホームページに掲載しています。

１．行政改革の背景～目前に迫る財政危機～

２．集中改革プランの目的と目標

　今後は、大綱に基づき現実の歳入規模に見合った行財政構造へと見直しを図っていきますので、ご理解と

ご協力をお願いします。

赤穂市民総合体育館は

「品川リフラ赤穂市民総合体育館」となりました
●問い合わせ先　スポーツ推進課　TEL４３・６８６９　FAX４３・６８９５

　赤穂市民総合体育館について「ネーミングライツ・パートナ

ー」を募集したところ、次のとおり決定しました。

　今後は、愛称名「品川リフラ赤穂市民総合体育館」の使用を

お願いします。

●愛称名

　品川リフラ赤穂市民総合体育館

●ネーミングライツ・パートナー

　品川リフラクトリーズ株式会社

　（本社 : 東京都千代田区大手町２丁目２番１号）

●契約期間

　令和５年４月１日～令和９年３月 31 日（４年間） ３月 24 日（金）、市役所でネーミング

ライツ・パートナー契約が締結されま

した。

　4 月 1 日付で、副市長に就任いたしました。

　ウィズコロナに向け動き始めた今、副市長という大役を仰せつかりましたこ

とは、身に余る光栄であり、職責の重さに身の引き締まる思いであります。

　もとより、未熟・微力ではありますが、牟礼市長の補佐役として、市民の皆

さまに寄り添いながら、職員と心を一つにして、子どもからお年寄りまで、誰

もが健やかに安心して暮らせ、若い人たちが誇りに思う、笑顔と希望あふれる

活力あるまち赤穂の実現に向け、全身全霊で職務に取り組んでまいります。

　市民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げまして、就任のご挨拶とさ

せていただきます。

　どうぞよろしくお願いいたします。

副市長就任のご挨拶

赤穂市副市長　溝田　康人

副市長退任のご挨拶

　赤穂市の発展とまちづくりに尽力された藤本大祐第３代赤穂市副市長が、任期満了に伴い３月 31 日付で

退任し、４月１日付で溝田康人氏が第４代赤穂市副市長に就任しました。

　このたび、4 年間の任期満了をもちまして、副市長を退任いたしました。

就任以来、牟礼市長のもと、「ふるさと赤穂」の発展のため、全力で職務を遂行し

てまいりました。

　在任中、さまざまな機会を通して、多くの市民の皆さまと知り合い、一緒に楽し

く仕事させていただいたことは、何ものにも代えがたい私の財産となりました。

これまで、皆さまからいただきました温かいご指導、ご支援に心から感謝を申し上

げます。

　本当にありがとうございました。

藤本　大祐
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事業名称
チャイルドシート
購入費助成事業

幼児２人同乗用
自転車購入費助成事業

第３子いきいき
子育て応援事業

助成金額
購入費の 1/2

（限度額８，０００円）
購入費の 1/2

（限度額４０，０００円）

次の金額を赤穂商工会議所が発
行する商品券で支給します。
①出産祝金：５万円
②入学祝金：３万円

対象者

申請日において１年以上市内に住所
を有し、自らが養育する６歳未満の
幼児のためにチャイルドシートを購
入した人。

（ジュニアシート等へ買い替えた場合
も対象となりますが、幼児１人につ
き１台に限ります）

※ 本事業は令和６年３月 31 日をも
って終了予定です。

次の要件をすべて満たす人
▷ 申請日において１年以上市内に住所

を有し、かつ申請日まで引き続き居
住していること

▷ 申請日において、幼児（小学校就学
前）を２人以上養育していること

▷ 本人または同一の世帯の人が、幼児
２人同乗用自転車の購入費に係る助
成金の交付を受けていないこと

市内に住所を有し、次のいずれかに
該当する人
① 第３子以降の子を出産した保護者
② 第３子以降の子が小学校または中

学校に入学した保護者

申請期限 購入後１年以内 購入後４年以内
①出産の日から１年以内
②令和５年４月 28 日（金）

ホーム
ぺージ

　子どもが病気中や病気の回復期にあり、保護者の

勤務の都合や疾病、事故等の理由で家庭において保

育ができないとき、一時的にお預かりします。

●利用対象　生後６か月～小学校６年生

●開設場所　市民病院４階　病児・病後児保育室

●利用時間　平日　午前８時～午後６時

●利用定員　１日あたり３人

● 利用料金　１回１人につき２，０００円（生活保護世

帯、市民税非課税世帯は無料）

●利用期間　１回につき連続して７日まで

● 利用方法　病児・病後児保育室または子育て支援

課で事前利用登録のうえ、利用希望の前日までに

予約が必要です。利用時はかかりつけ医を受診し、

「医師連絡票」の記入を依頼してください。

● そ の 他　入院加療が必要な場合や感染力の強い

疾患など、利用をお断りする場合があります。

●問い合わせ先　市民病院　病児・病後児保育室　

　TEL４３・６４６０　FAX４３・０３５１（市民病院総務課）

病児・病後児保育事業

子育て応援施策について

●申請・問い合わせ先　子育て支援課　TEL４３・６８０８　FAX４３・７１３８

　赤穂すこやかセンターでは保育資格を持つ職員

が、乳幼児を一時的に預かる事業を実施しています。

　子どもを連れていけない用事があるときなどにご

活用ください。

● 利用対象　市内に住所を有する生後 6 か月～就

学前までの集団保育が可能な乳幼児

●開設場所

　赤穂すこやかセンター１階　一時預かり保育室

●利用時間　月～金の午前９時～午後５時

　（１時間単位の利用で、１日６時間まで）

● 休 業 日　土、日、祝日および年末年始（12 月

29 日～１月３日）

● 利用料金　子ども１人につき、１時間あたり５００

円（利用時間が１時間を超えた場合は 30 分ごと

に２５０円）

● 利用登録　利用には事前の登録が必要です。登録

は乳幼児一時預かり保育室で行いますので、保護

者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免

許証、パスポート等）、利用する子どもの健康保

険証、乳幼児医療費受給者証を持参の上、利用す

る子どもと一緒にお越しください。

● 利用方法　利用希望日の前日までに予約をしてく

ださい。１か月前から予約可能です。

●問い合わせ先　乳幼児一時預かり保育室

　　　　　　　　TEL / FAX４６・８７０７

乳幼児一時預かり事業

　市内に住所を有する母子世帯、父子世帯、または父母のいない世帯の児童で、能力があるにもかかわらず

経済的理由により就学が困難な人に対して、選考のうえ奨学金を支給します。

●対 象 者　高校生等（１年生～３年生）　※過去に選考に漏れた人も申請することができます。

●支給金額　月額９，０００円（７月・９月・１月の年３回に分けて支給）

●申請書類配布場所　子育て支援課

●配布期間　４月７日（金）～21 日（金）午前８時 30 分～午後６時（土日は除く）

●提出書類

　▷赤穂市母子世帯等奨学金申請書および申請者調書

　▷住民票および戸籍全部事項証明（戸籍謄本）

　▷進学先の在学証明書

　▷ 令和５年度所得・課税証明書（世帯全員）　　※課税証明書は５月末から税務課で取得できます。

　▷ 出身中学校長の成績調書（依頼書を添付し、保護者が出身中学校の事務室に依頼してください）

　※ 中学校への依頼：５月８日（月）～15日（月）午前９時～午後４時（土日・学校休業日は除く）の間に保護

者が中学校事務室に直接持参してください。【期間・時間厳守】

●申請書提出期限　６月２日（金）

●支給決定　７月上旬ごろまでに、保護者に通知します。

母子世帯等奨学金を支給します

事業名称 妊活応援
不妊治療ペア
検査費助成

不育症治療費助成
低所得妊婦初回産

科受診料支援

妊婦健康診査費用

助成

助成金額

1 回の治療につき
50,000 円
※１年度につき３回
まで。申請回数につ
いては、他の自治体
等から同一年度に同
種同類の給付を受け
た場合、その回数を
含みます。

医療機関で受けられ
た、医療保険が適用
されない不妊治療に
係る検査に要した費
用の 7/10（夫婦１組
につき１回）

対象者が医療機関で
受けられた、医療保
険が適応されない不
育症の検査及び治療
に要した医療費の
1/2（1 年度に 1 回、
ただし通算助成回数
は制限なし）

産科医療機関において
実施する妊娠の判定に
要する費用

限度額 10,000 円

単胎妊娠：
限度額　95,000 円

多胎妊娠：
限度額 120,000 円

対象者・
申請期限

赤穂市ホームぺージからご確認ください。

ホーム
ぺージ

　市が展開している子育て応援施策をご紹介します。

　申請方法や必要書類、申請要件等については、赤穂市ホームページでご確認ください。

●申請・問い合わせ先　子育て支援課　TEL４３・６８０８　FAX４３・７１３８

●申請・問い合わせ先　保健センター　TEL４６・８７０１　FAX４６・８７０５

子育てを支援します

妊活・子育てを支援します
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種　類 接種対象者 接種回数・接種方法

Ｈｉｂ感染症 生後２月～ 60月 １回～４回（注２）

小児の肺炎球菌感染症 生後２月～ 60月 １回～４回（注２）

ロタウイルス 生後６週～ 24週または32週 ２回～３回（注３）

Ｂ型肝炎 １歳未満 ３回

ＢＣＧ １歳未満 １回

４種混合

（ジフテリア・百日せき・

破傷風・ポリオ）

１期初回

生後２月～ 90月

３回

（20日～56日の間隔をあける）

１期追加
１回

（初回接種終了後６月以上の間隔をあける）

２種混合

（ジフテリア・破傷風）
２期 小学６年生（11歳以上13歳未満） １回

水痘 生後12月～ 36月 ２回

麻しん風しん混合

麻しん

風しん

１期 生後12月～ 24月 １回

２期
５歳以上７歳未満で

小学校入学前の１年間
１回

日本

脳炎

平成19年４月

２日以降生まれ

１期初回

生後６月～ 90月

２回

（６日～28日の間隔をあける）

１期追加
１回

（初回接種終了後おおむね１年後）

２期 ９歳以上13歳未満 １回

平成 ７年４月２日～

平成19年４月１日生まれ

20歳未満までは、残りの回数の予防接種を受けることができます。

定期予防接種の年齢ではなかった７歳半～９歳未満、13歳以上20歳未満でも

接種可能

ヒトパピローマウイルス感染症

小学６年生から高校１年生に相

当する年齢の女子
２回～３回（注３）

平成９年４月２日～平成19年４

月１日生まれの女子

令和７年３月31日までの間に、残りの回数

接種することができます。

●問い合わせ先　保健センター　TEL４６・８７０１　FAX４６・８７０５

■高齢者の肺炎球菌感染症予防接種費助成

対象者 助成回数 自己負担

定期接種

（注４）

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種を受けたことがない次の①・②に該当する人

①今年度65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる人

② 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生

活が極度に制限される程度の障がいがある人、およびヒト免疫不全ウイルスに

より免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある人

1回 4,000円

注１： 市外医療機関で接種希望の人は、接種依頼書が必要です。事前に保健センターに連絡してください。
注２：開始時期により接種回数が異なります。
注３：ワクチンの種類により期間・回数が異なります。

定期接種以外の対象者（注６） 助成金額

これまで風しんにかかったことがなく、予防接種を受けたことがない人

のうち次の㋐～㋒のいずれかに該当する人で、定期接種対象者でない人

㋐：23歳以上50歳未満の妊娠を予定または妊娠を希望する女性

㋑：㋐の配偶者

㋒：妊婦の同居の家族

抗体検査 2,500円

予防接種（注７）

（麻しん・風しん混合）
5,000円

予防接種（注７）（風しん） 3,500円

■風しんの抗体検査・予防接種費助成

■子どもの予防接種

　子どもの定期予防接種は、接種する年齢・月齢が決められています。抵抗力（免疫）をつけるため、接種間

対象者 助成回数 助成金額

定期接種

以外（注５）

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種を受けたことがない65歳以上の人で定期接

種の対象でない人
1回 4,100円

注６：事前に保健センターで手続きが必要です。
注７：予防接種は、抗体検査の結果、十分な抗体がない人が対象です。

子どもの予防接種
ホームページ

注４： 市外医療機関で接種希望の人は、接種依頼書が必要ですので、事前に保健センターに連絡してください。
注５：市外医療機関で接種を受けた人は、すみやかに助成金の請求手続きをしてください。

隔を守って予防接種を受けましょう。

●費　　用　無料

●実施医療機関　市ホームぺージなどでご確認ください。

● 申込方法　実施医療機関に電話などで直接申し込んでください。

●持 参 物　親子健康手帳（母子健康手帳）、予診票（記入のうえ持参してください）（注１）

　風しんの流行拡大防止対策として、昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性を対象に

風しんの抗体検査及び予防接種の実施が延長されることとなりました。クーポン券に記載されている有効期
4 4 4

限にかかわらず
4 4 4 4 4 4 4

、令和６年２月まで有効期限が延長されていますので、ご利用ください。

対象者
クーポン券の

発送時期

延長後の

有効期限
自己負担

昭和37年4月2日～昭和41年4月1日生まれの男性 令和３年４月

令和６年２月 無料
昭和41年4月2日～昭和47年4月1日生まれの男性 令和２年４月

昭和47年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性 平成31年４月

令和４年度に再発行された人

※クーポン券を紛失された場合は、再発行することができます。保健センターに連絡してください。

　健診内容・日程などは広報あこう３月号と同時に配布した「令和５年度赤穂

市生活習慣病健康診査のご案内」や市ホームページで確認ください。「令和５

年度赤穂市生活習慣病健康診査のご案内」は、保健センター（赤穂すこやかセ

ンター１階）、市役所１階情報コーナー（市民課前）、各地区公民館、総合福祉

会館に配置しています。

　ご案内に添付しているはがき、または市ホームページから申込書をダウンロ

ードいただき、お申し込みください。

令和５年度　生活習慣病健診を実施します

予防接種に関するお知らせ

市ホームぺージ
「生活習慣病健康診査」
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　令和５年４月１日付で次のとおり人事異動を発令します。
今回の人事異動は、組織運営上の課題を解決するとともに、市政の重点施策と新たな行政課題に柔軟か
つ積極的に取り組むため、職員を適材適所に配置することにより執行体制の整備に努めました。
　人事交流については、新たに兵庫県後期高齢者医療広域連合へ事務職員１名を派遣するとともに、引
き続き（公社）ひょうご観光本部及び兵庫県農業共済組合へ事務職員をそれぞれ１名派遣するほか、西播
磨県民局光都農林振興事務所及び光都土木事務所へも技術職員をそれぞれ１名派遣します。

●執行体制の整備

　①市民病院の経営改善の推進

　▷ 公立病院として引き続き安全・安心な医療を提供しながら、経営改善策を着実に取り組むことがで
きるよう、財務課長と経営企画担当課長の兼務を解き専任配置する。

　②子ども・子育て支援対策

　▷児童虐待対応等の充実を図るため、子育て支援課に新たに保健師１名を配置する。（増員）
　③その他

　▷ 新学校給食センター整備事業を推進するため、学校給食センター担当参事（部長級）を新設する。
　▷学校教育に係る指導の充実を図るため、学校教育課に教育指導担当係長１名を増員する。
　▷文化財の整備充実を図るため、文化財課に学芸員１名を増員する。
　▷登録ＤＭＯへの移行に向け、（一社）あこう魅力発信基地への派遣事務職員を１名増員する。
　▷ほ場整備事業の事業化に向け、農林水産課に事務職員１名、技術職員２名を増員する。

●女性職員の登用

　▷新たに消防職に女性職員を１名採用
　▷ 課長職昇任７名中、女性職員１名を登用（監査委員事務局長併せ選挙管理委員会書記長併せ公平委

員会書記長）
　　※参考　女性管理監督職（企業会計除く）の総数20名（部長１名、課長5名、係長14名）

併せ公平委員会書記長）▶市民部美化センター所

長＝西岐厚志（教育委員会総務課長）健康福祉部

子育て支援課長＝前田光俊（総務部税務課長）▶

健 康 福 祉 部 医 療 介 護 課 長＝奥 吉 達洋（総 務 部 財

政 課 長）▶ 建 設 部 公 園 街 路 課 長 ＝ 松 村　 学（建

設 部 区 画 整 理 課 長）▶建 設 部 区 画 整 理 課 長＝畑

中教秀（建設部公園街路課長）▶建設部都市計画

課長＝澁江慎治（議会事務局総務課長）▶産業振

興 部 観 光 課長（昇 任）＝ 山 口　 哲（ 総 務 部 人 事 課

人 事 係 長・主 幹）▶ 産 業 振 興 部Ｄ Ｍ Ｏ 担 当 課 長 

（あこう魅力発信基地派遣）＝名田よしみ（健康福祉

部子育て支援課長）▶産業振興部商工課長（昇任）＝

宍戸崇起（産業振興部商工課企業立地推進担当係

長・主幹）▶産業振興部農林水産課長併せ農業委員

会事務局長＝有吉　央（産業振興部施設担当課長兼

施設係長事務取扱）▶産業振興部農業共済担当課長 

（ 兵 庫 県 農 業 共 済 組 合 派 遣 ）＝ 澁 谷　 晃（ 建

設 部 都 市 計 画 課 長 ）▶ 議 会 事 務 局 総 務 課 長

＝ 寺 下 好 穂（ 産 業 振 興 部 観 光 課 長 ）▶ 監 査

委 員 事 務 局 長 併 せ 選 挙 管 理 委 員 会 書 記 長 

併せ公平委員会書記長（昇任）＝田中志保（選挙管

理委員会書記長代理併せ監査委員事務局長代理

併せ公平委員会書記長代理・主幹）▶教育委員会

総務課長＝近藤雅之（教育委員会こども育成課長）

教育委員会こども育成課長＝山内陽子（健康福祉

部社会福祉課長）▶教育委員会幼児教育指導担当

課長＝中塚真由美（尾崎幼稚園長）▶教育委員会図

書館長＝狩川真人（産業振興部農業共済担当課長） 

（兵庫県農業共済組合派遣）▶消防本部消防団担当

課長（昇任）＝澄田克也（消防本部予防課危険物係長・

主幹）▶消防本部予防課長（昇任）＝門口龍哉（消防

本部予防課予防係長・主幹）▶消防本部警防課長＝

大鹿正喜（消防本部予防課長）▶消防本部救急課長

＝有岡幹記（消防本部上郡消防署管理担当課長）▶

消防本部上郡消防署長＝松本和彦（消防本部救急

課長）▶消防本部上郡消防署管理担当課長（昇任）

＝小林正朋（消防本部警防課警防第１係長・主幹）

▶市民病院財務課長（昇任）＝竹田勝彦（市長公室秘

書広報課秘書係長・主幹）▶市民病院経営企画担当

課長＝山本政秀（産業振興部農林水産課長併せ農

業委員会事務局長）

■幼稚園関係

▶赤穂幼稚園長＝中丁知子（教育委員会幼児教育指

導担当課長）▶城西幼稚園長＝藤本美英（原幼稚園

長）▶尾崎幼稚園長＝前家美佳（城西幼稚園長）▶原

幼稚園長＝齊藤聡子（再任用）

■教職員の異動

▶坂越小学校長＝小野晴也（赤穂中学校教頭）▶原

小学校長＝上田　穣（高雄小学校教頭）▶赤穂西中

学校長＝杉山建一（赤穂西中学校教頭）

■退職者

▶寺谷　進（市民病院管理者）▶尾崎順一（市長公室

長兼職員倫理監察指導監・理事）▶溝田康人（健康

福祉部長兼福祉事務所長兼すこやかセンター長）▶

柳生　信（教育委員会文化とみどり財団担当参事）

（文化とみどり財団派遣）▶三中正登（市民部美化セ

ンター所長・参事）▶小野真一（教育委員会図書館

長兼市史編さん担当課長・参事）▶三輪勝重（消防

本部次長兼赤穂消防署長・参事）▶長田文弘（消防

本部消防団担当課長・参事）▶津村浩司（消防本部

上郡消防署長・参事）▶藤本則弘（上下水道部下水

道課長・参事）▶齊藤聡子（赤穂幼稚園長）▶田渕　

亨（市民病院臨床検査技師長）▶髙　典史（市民病

院理学療法士長）▶藤本和志（市民病院副放射線技

師長）▶高城恵子（市民病院副臨床検査技師長）▶山

本泰典（赤穂市教育委員会人権教育推進担当係長）

■部長職

▶総務部長（理事）（昇格）＝岸本慎一（総務部長）

▶建設部長（理事）（昇格）＝小川尚生（建設部長）

▶都市計画推進担当部長（理事）（昇格）＝澗口彰

利（都 市 計 画 推 進 担 当 部 長）▶上 下 水 道 部長（理

事）（昇 格）＝平 野 佳秀（上 下 水 道 部 長）▶市 長 公

室長（昇任）＝山内光洋（総務部行政課長・参事）

▶健康福祉部長兼福祉事務所長兼すこやかセン

ター長（昇 任）＝ 松 下 直樹（健 康 福 祉 部 医 療 介 護

課 長・参 事）▶教 育 委 員 会 学 校 給 食 セン ター 担

当参事兼学校給食センター所長事務取扱（昇任）

＝正木洋志（教育委員会学校給食センター所長・

参 事）▶教 育 委 員 会 文 化とみどり財 団 担 当 参 事 

（文化とみどり財団派遣）（昇任）＝橋本政範（教育委

員会生涯学習課長・参事）▶上下水道部技術担当部

長兼下水道課長事務取扱＝山田裕之（上下水道部

技術担当部長）▶市民病院事務局長兼介護老人保

健施設事務長（昇任）＝渡代昌孝（市民病院財務課長

兼経営企画担当課長・参事）

■市民病院関係

▶臨床検査技師長（昇任）＝山本美智子（副臨床検査

技師長）▶リハビリテーション部技士長（昇任）＝炭

谷直哉（副作業療法士長）▶看護師長（昇任）＝清水

亜希子（主任看護師）▶副臨床工学技士長（昇任）＝

北川敦史（主任臨床工学技士）▶主任臨床工学技士（昇

任）＝谷　友美（臨床工学技士）▶主任診療放射線技

師（昇任）＝逢坂宣生（診療放射線技師）▶心臓血管

外科部長＝中井秀和（新任）▶整形外科部長＝寬島

佑史（新任）

■教職員の退職者

▶山本　誠（原小学校長）▶田中ひろみ（坂越小学

校長）▶安井誠治（赤穂西中学校長・再任用）　▶大手

壽之（尾崎小学校教頭）（教育委員会学校教育課人

権教育推進担当係長へ）▶長棟健太（有年小学校教

頭）（教育委員会青少年育成センター所長へ）

■課長職

▶健康福祉部社会福祉課長（参事）（昇格）＝高見直

樹（産業振興部商工課長）▶建設部土木課長（参事）

（昇格）＝坂本良広（建設部土木課長）教育委員会生

涯学習課長（参事）＝松本久典（市民部市民対話課

長・参事）▶教育委員会文化財課長兼市史編さん担

当課長（参事）＝中田宗伯（教育委員会文化財課長・

参事）▶消防本部次長兼赤穂消防署長（参事）（昇格）

＝笹井伴清（消防本部警防課長）▶介護老人保健施

設事務課長（参事）（昇格）＝山野良樹（市民部市民

課長）▶会計課長兼出納担当係長事務取扱＝廣村

晋也（会計課長）▶総務部行政課長（昇任）＝山本桂

士（総務部行政課行政係長・主幹）▶総務部財政課

長（昇任）＝中村光男（総務部財政課財政係長・主

幹）▶総務部税務課長＝多田智浩（産業振興部ＤＭ

Ｏ担当課長）（あこう魅力発信基地派遣）▶市民部市

民対話課長（昇任）＝橋本浩一（市民部市民対話課

まちづくり係長・主幹）▶市民部市民課長＝三上貴

裕（監査委員事務局長併せ選挙管理委員会書記長 
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上下水道事業在り方検討委員会の設置と公募委員の募集について

　多様化・複雑化する人権課題や社会情勢の変化

に対応するため、令和 5 年度～ 9 年度を計画期間

として、赤穂市人権教育・啓発基本計画（令和 4

年度改定版）を策定しました。市は、本計画に基

づき、互いが尊重しあい、すべての人が自分らし

く生きることができる社会の実現を目指し、家庭、

学校、地域などあらゆる場や機会を通して人権施

策を推進していきます。

　詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問市民対話課人権・男女共同参画係

　TEL４３・６８１２　FAX４３・６８１０

　令和５年度～９年度の５年間を計画期間とする

「赤穂市健康増進計画（第４次）」を策定しました。

『すべての人が 食べて 動いて 笑って

健康のまち　赤穂』

を基本理念に、市民が生涯にわたり健やかで心豊

かに暮らせるよう、市民一人一人が健康づくりに

関する知識などを身につけ、家庭、学校、職場、

地域、行政が一体となって、いつまでも健やかに

生活できる健康のまちづくりをめざします。

　計画書は、市ホームぺージに公開しているほか、

保健センターや各公民館で閲覧できます。

問保健センター　TEL４６・８７０１　FAX４６・８７０５

　　　　　　　　メール hoken@city.ako.lg.jp

赤穂市人権教育・啓発基本計画

（令和 4 年度改定版）を策定

赤穂市健康増進計画

（第４次）を策定

●上下水道事業の現況

　 本市の上下水道は、市民生活や企業活動にとって

欠かすことのできないライフラインであり、将来

にわたり継続していかなければならない大切な事

業です。今後、多くの施設や設備は経年劣化等に

よる更新に加え、地震や集中豪雨などの災害に備

えた耐震化や耐水化などに多額の事業費が必要と

なります。一方、人口減少や節水意識の高まりな

どにより収入が減少しています。

●上下水道事業在り方検討委員会の設置

　 市民生活や企業活動に影響がでないよう健全な事

業運営を行うため、今後の施設の更新や耐震化な

どに関する設備投資の考え方や、水道料金及び下

水道使用料などについて検討することを目的に、

上下水道事業在
あ

り方検討委員会を設置します。

●上下水道事業在り方検討委員会公募委員の募集

　 上下水道事業在り方検討委員会の委員を公募しま

す。募集要項等、詳細は市ホームぺージでご確認

ください。

水道事業は、昭和 19 年
に供用開始以来、現在ま
で３１０ｋｍを超える水
道管に加え、浄水場や水
源地など多くの施設や設
備を有しており、安心で
安全な水を安定して供給
しています。

（写真：北野中浄水場）

下水道事業は、昭和 56
年に供用開始以来、現在
まで４７０ｋｍを超える管
渠に加え、下水管理セン
ターや中継ポンプ場など
多くの施設や設備を有し
ており、公衆衛生の向上
や雨水排水による安心安
全な生活に寄与していま
す。

（写真：下水管理センター）

水道事業

下水道事業

問上下水道部総務課　TEL４３・６８３２　FAX４３・６８７２

　事業再構築のための資金需要などに対応した、保
証料の軽減を受けることのできる融資制度等により、
新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者の資
金繰りを支援しています。
　詳しくは、下記まで問い合わせてください。
兵庫県中小企業等融資制度

●問い合わせ先

　兵庫県産業労働部地域経済課
　TEL０７８・３６２・３３２１
　FAX０７８・３６２・９０２８
セーフティネット保証制度

●問い合わせ先

▷兵庫県信用保証協会
　TEL０７８・３９３・３９００
　FAX０７８・３９３・３９８６
▷中小企業庁事業環境部金融課
　TEL０３・３５０１・１５１１
　FAX０３・３５０１・６８６１

工場立地法の届出のご案内

　敷地面積が9,000㎡以上または建築面積が3,000㎡以上の工場を新設または変更、緑地の削減等を行う
場合は「工場立地法」に基づき届け出が必要です。 詳しくは、市ホームページで確認してください。

工場立地促進条例に基づく奨励金

　工場の新設・増設を行う事業者に対する奨励金制
度があります。ただし、工場建設着手30日前までに
申請が必要です。

中小企業者の資金繰り支援中小企業者の設備投資支援

●問い合わせ先　消費生活センター

　TEL４３・７０６７　FAX４３・６８１０

長期契約にご注意！ ～若者を中心にエステのトラブル急増中～

▷ 『脱毛お試し○○円』の広告を見てエステ店へ行

ったところ、30 万円のプランを勧められた。高

額なので断ったが、「18 歳なのでローン契約が結

べる」と言われ、断りきれず契約してしまった。

▷ ３年間通える高額なエステの契約をしたが、１回

しか施術を受けていないのに、店が倒産した。

　契約に不慣れな若者を中心に、エステや美容医

療サービスに関するトラブルが増加しています。

　体験やカウンセリングのつもりで出向いたところ、強

引な勧誘で高額な契約をさせられ、トラブルに発展する

事例もあるので、注意が必要です。

　また、エステ店が倒産すると、ほとんどの場合、既に

支払った代金の返金は困難です。長期間にわたる高額な

契約には十分注意しましょう。

事　例

ちょっと

待った！

●トラブルにあわないために

▷ 安易に高額な契約はしないようにする。その場の

雰囲気に流され、当日契約するのは避けて、本当

に必要な契約か冷静に判断する。

▷ 長期コースは、生活環境の変化などにより利用し

なくなり、中途解約したくなることがあるので、

特に慎重に検討する。

▷ 長期間にわたるローン契約を結ぶ際は、本当に長

期間支払いが続けられるのか検討する。万が一、

ローン申込書に記載する内容（年収など）にうそを

書くよう指示された場合は、絶対に契約しない。

●クーリング・オフができます

　 エステや一部の美容医療サービスの契約は、契約

期間が１か月を超え、かつ金額が５万円を超える

場合、書面を受け取った日を含めて８日間はクー

リング・オフができます。クーリング・オフ期間

を過ぎても、契約期間内であれば、理由を問わず

中途解約ができます。トラブルになった場合は、

消費生活センターなどに相談しましょう。

市ホームぺージ

「赤穂市人権教育・啓発基本計画」
市ホームぺージ

「赤穂市健康増進計画」

中小企業等経営強化法による支援措置

　本市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導
入計画」を策定し、本市の認定を受けて市内に先端
設備等を導入する場合に、固定資産税３年度間分

4 4 4 4 4

を
２分の１に軽減するなどの支援措置を受けることが
できます。

問商工課　TEL４３・６８３８　FAX４６・３４００

　令和５年度から固定資産税の特例率や
対象設備の要件等が改正されました。詳
しくは、市ホームページでご確認ください。

　詳しくは、市ホームページでご確認く
ださい。
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フォトニュース

市内の４事業者が連携して、各々

が取り扱う地場産品を組み合わせ

た返礼品『「日本第一」の塩を産

したまち 播州赤穂　赤穂のおむ

すびセット』を「赤穂ふるさとづ

くり寄付金」（ふるさと納税）の返

礼品として登録しました。市では

これを好機として、日本遺産に認

定されている塩や、地場産品の認

知度向上を図ります。

（3/8　赤穂市立海洋科学館・塩の国）

塩塩を使った返礼品誕生！を使った返礼品誕生！

①

④

② ③

⑤ ⑥

卒業おめでとうございます ①・④　3 / 8　赤穂西中学校

　②　　3/20　尾崎幼稚園

　③　　3/23　高雄小学校

⑤・⑥　3/16　関西福祉大学

赤穂朗読ボランティアグループ

「来
らい

夢
む

」が、昭和 57 年（１９８２年）

１月の結成から 40 周年を迎え、

朗読発表会を開催しました。朗読

会では多くの来場者が、来夢の会

員の朗読に耳を傾けました。

来夢の皆さんが録音した「声の広

報」は赤穂市公式動画チャンネル

から視聴することができます。

（3/10　総合福祉会館）

朗朗読ボランティア結成40周年読ボランティア結成40周年

周世～有年横尾に広がる「赤穂ふ

れあいの森」で、赤穂トレックウ

ォーク in「赤穂ふれあいの森」が

開催されました。

周世の「高雄山荘」前を出発した

約 50 名の参加者は、有年横尾の

「薬師山荘」や「鴾
つき

ヶ
が

堂
どう

城
じょう

跡」の

展望台を経由し、スタート地点へ

と戻るコースで、初春の森林散策

を楽しみました。

（3/11　赤穂ふれあいの森）

ふふれあいの森でトレッキングれあいの森でトレッキング

有年小学校の５年生（10 人）が台

湾の小学生と協働し完成させた、

日本と台湾を虹でつないだ壁画

が、「2022 年度アートマイル国

際協働学習プロジェクト」で文部

科学大臣賞を受賞しました。この

プロジェクトは、多様な文化背景

を持つ同世代と世界の課題につい

て考え、解決策を模索し、自分た

ちはどういう未来を創りたいのか

議論して、その想いを形にするも

のです。　　（3/17　有年小学校）

壁壁画で国際交流！画で国際交流！

日本代表としてパラ卓球の国際大

会に出場した北川雄一朗選手（関

西福祉大学２年生）が、市長を訪

問しました。北川選手は３月９日

～ 11 日のスペインオープン、３

月 15 日～ 18 日のイタリアオー

プンに出場し、スペインオープン

では男子シングルス３位の好成績

を収めるなど、活躍されました。

（3/23　市役所）

ススペインオープンで３位！ペインオープンで３位！

赤穂市消防団第３分団の消防ポン

プ自動車が更新され、３月 24 日

に引渡式が行われました。引渡式

終了後には新しい装備品により放

水訓練を実施しました。

（3/24　消防本部）

消消防ポンプ車引渡式防ポンプ車引渡式

二つの日本遺産に代表される本市

の歴史文化を次世代に継承してい

くため、市内の小学生を対象に「日

本遺産こども教室」を開催しまし

た。３月 18 日は「赤穂市立海洋

科学館　塩の国」で塩田作業や塩

づくりを体験し、21 日は北前船

や塩廻船で栄えた坂越の街なみを

歩いて坂越の歴史を学びました。

（3/18　赤穂市立海洋科学館・塩の国）

日日本遺産を学ぶ本遺産を学ぶ

三菱電機株式会社系統変電システ

ム製作所赤穂工場から「空気清浄

機」３台の寄贈を受けました。

（3/17　地域包括支援センター）

寄寄付・寄贈ありがとうございました！付・寄贈ありがとうございました！

太陽鉱工株式会社より、企業版赤

穂ふるさとづくり寄付金があり、

３月 29 日に市長から感謝状を贈

呈しました。

この寄付金を活用し、赤穂市の子

育て支援を進めていきます。

（3/29　市役所）

13No.856  2023年4月12 No.856  2023年4月



49

　平成30年７月にオープンした赤穂市「忠臣蔵」

浮世絵データベースは、 平成27年度末段階で赤

穂市が所有・所管するすべての忠臣蔵浮世絵約

２千点の、画像を含む詳細なデータがインターネ

ットを通じて24時間閲覧可能なツールです。 令

和５年４月１日からは、 平成28年度から令和３

年度にかけて新たに収集された602点が追加収録

されて公開が始まっています。

　今回は、新たに追加収録された作品の中から、

主なものをいくつかご紹介しましょう。

赤穂市「忠臣蔵」浮世絵データベース
追加収録作品から

●勝川春英「忠臣蔵　

九段目」

（AkoRH-R0581-02）

　 勝
かつ

川
かわ

春
しゅん

英
えい

は 数 種 に

わたって『仮名手本忠

臣蔵』各段を描くシリ

ーズ物を手がけていま

すが、これは寛政（1789

～ 1801）中期～後期ご

ろに版元西村屋与八か

ら出版された間
あい

判
ばん

11枚

揃と目されるシリーズ

の１枚。図は、九段目の冒頭「雪こかし」で、山科

の大星閑
かん

居
きょ

の庭先で、力弥が雪だるまを作るのを

お石と下女が見守っている様子が描かれています。
●昇亭北寿「仮名手本

忠臣蔵　七段目」

（AkoRH-S0090）

　中判のシリーズ物の

１枚と思われます。『仮

名手本忠臣蔵』中もっ

とも著名な場面である

七段目の密書盗み読み

の 場 面 を 描 い て い ま

す。すなわち、由良之

助が縁先で密書を隠れ

読むのを、階上からお

かるが延べ鏡に映して

●五粽亭広貞「大星由

良之助」

（AkoRH-S0109）

　上
かみ

方
がた

の絵師五
ご

粽
そう

亭
てい

広
ひろ

貞
さだ

に よ る 中 判 の 役 者

絵。 嘉 永 ４ 年（1851）

５月、大坂・中の芝居（中

村駒之助座）での『（義

士伝読切銘々伝聞書）

仮名手本忠臣蔵』の上

演に取材しています。

この芝居は、『仮名手本忠臣蔵』に別のストーリ

ーを挿入した書替え狂言でした。図は、このとき

由良之助を演じた四代目中村歌右衛門を大
おお

首
くび

絵
え

で

描いています。

●歌川国芳「義士真像

不破勝右衛門正種」

（AkoRH-S0009）

　「 義 士 真 像 」 は、 討

入り装束に身を固めた

義士の全身像を虚飾を

排して描こうというシ

リ ー ズ で、 嘉 永 ６ 年

（1853）～ ７ 年 に 刊 行

され、現在まで22図が

確認されています。義

士の名前は実名とは若

干変えていますが、顔の描写や、討入り装束の両

袖口をギザギザの雁
がん

木
ぎ

模様ではなく白布を縫い付

けた状態に描いているのには真実味があります。

図は、不破数右衛門がモデルで、画面左方の短冊

形には「永世に名をハとゝめて不破の関　あとな

き物のあとハありけり」の歌が書かれています。

　これらの他にも多くの作品が追加されています

ので、あらためて赤穂市「忠臣蔵」浮世絵データ

ベースにアクセスいただき、忠臣蔵浮世絵の多様

な世界をご堪能ください。

　なお、作品名の後ろの（ ）書きはデータベース

内の作品番号で、AkoRH は赤穂市立歴史博物館

の所蔵品であることを示しています。

（赤穂市史編さん室　小野真一）

パソコンから

① インターネットで赤穂市のホームぺージ

　（https://www.city.ako.lg.jp）を開く。

② トップページの右側にある「忠臣蔵浮世絵データベース

の入口ページ（「赤穂市『忠臣蔵』浮世絵データベース

へようこそ！」）を開く。

③ データベース入口ページの下方にある「入口」をクリッ

クすると、検索画面が開く。

スマホで

　 下のＱＲコードを読み取ってデータベース入口ページに

アクセスし、「入口」から検索画面に進む。

問い合わせ先

　教育委員会市史編さん室　TEL/FAX４３・６８４８

　このたび、赤穂市「忠臣蔵」浮世絵データベースに、新た

に 602 点を追加収録し、令和５年４月１日（土）より公開を開

始しました。

忠臣蔵浮世絵の世界へようこそ！

赤穂市「忠臣蔵」浮世絵データベース

６０２点を追加！新たに

あなたのパソコン
やスマホが博物館の

収蔵庫に！

■広貞「風流発句合大星由良之介」
(AkoRH-S0113-01)

■ 芳藤「三枚つゞき忠臣
蔵三段目組上ケ図　上」
(AkoCH-S0085-1)

【凡例】

■赤穂歴史博物館（AkoRH）

■赤穂市教育委員会市史編さん室（AkoCH）

■赤穂義士会（AkoGA）

盗み読むところです。絵師の昇
しょう

亭
てい

北
ほく

寿
じゅ

は葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

の門人で、刊行は享和（1801 ～ 04）～文化（1804

～ 18）ごろ。

■豊国Ⅰ「仮名手本忠臣蔵　十一段目」
(AkoRH-R0527-01 ～ 03)

■国貞Ⅰ「大星由良之助　坂東三津五郎 / 寺岡平右衛門　
市川団十郎 / 妹おかる　 岩井粂三郎」(AkoGA-G0044-01 ～ 03)

■豊国Ⅲ「加古川本蔵　市川団蔵三猿」
　(AkoRH-R0523)

■歌麿「浮世忠信蔵　十段目」
　(AkoGA-G0043)

盗み読み、床下では読み垂らした書状を九太夫が
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医療の連絡帳 医療介護課医療係　TEL４３・６８２０　FAX ４３・６８９２

福祉医療費受給者が加入している健康保険を確認します～福祉医療費助成制度～

　重度障害者医療費受給者、高齢期移行助成対象者、乳幼児等医療費受給者のうち、赤穂市国民健康保険以

外の健康保険に加入している人には、４月中旬に回答書を郵送します。加入している保険の変更の有無にか

かわらず、必要事項を記入のうえ、医療介護課医療係へ提出してください。

　回答書の提出がない場合、受給者証の更新ができないことがありますので、必ず提出してください。

●提出期限　４月 28 日（金）

医療介護課国保年金係　TEL４３・６８１３　FAX４３・６８９２国保だより

国民健康保険税の税率等を改正しました

●国民健康保険（国保）とは

　 国保は、病気やけがをしたときに、誰もが安心して医療を受けることができるように、加入者（被保険者）

が保険税を負担し合い、お互いに助け合う制度です。この制度は、皆さんのご理解やご協力があってはじ

めて健全に運営される制度で、皆さんが納められる保険税と県からの支出などによって医療費の支払いに

充てるものです。

区分

医療分 後期分
介護分

（40 歳～ 64 歳）

４年度
５年度
改正後

４年度
５年度
改正後

４年度
５年度
改正後

所得割税率 7.49％ 7.44％ 2.69％ 2.70％ 2.12％ 2.23％

均等割額 24,500 円 25,900 円 9,400 円 9,800 円 8,500 円 9,600 円

平等割額 16,500 円 17,300 円 6,700 円 6,900 円 4,400 円 4,900 円

課税限度額 65 万円 65 万円 20 万円 22 万円 17 万円 17 万円

●保険料水準の統一化に向けたロードマップ

　 平成 30 年度から国保運営が都道府県単位化されていますが、現状は

県内の市町間では保険税率等に差があります。保険給付と保険料（税）

の両面で平準化を進め、被保険者間の公平な負担による制度の継続性

を図るため、県と市町の協議を踏まえ、将来的に国保料水準等を統一

することを視野に、現状の課題を中期的に改革するため「兵庫県にお

ける保険料水準の統一に向けたロードマップ（以下「ロードマップ」）」

を令和４年 11 月に策定し、保険料水準の統一を目指すこととなりま

した。令和５年度から、赤穂市でもロードマップの記載事項等の取り

組みを進めるため、保険税率の改定等を行います。ご理解とご協力を

お願いします。

●令和５年度の国保税の税率改定

　 今後も、高齢化の進展や医療技術の高度化などにより、医療費が高い水準で推移することが予測されるこ

とから、国保の財政運営を将来にわたって健全に維持していくため、財政調整基金を取り崩すことで急激

な負担増の緩和を図ったうえで、保険税率等を改正しました。また、物価の上昇傾向を踏まえて、低所得

者が応益（均等割・平等割）保険税の軽減対象から外れないようにするため、５割軽減及び２割軽減の対象

となる世帯の軽減判定所得基準額を引き上げます。さらに、子育て世代への支援強化のため出産育児一時

金を 42 万円から 50 万円（産科医療制度分 1.2 万円含む）に増額します。

●ロードマップの主な内容

① 同一所得・同一保険料の実現
に向けた取組

② サービスの標準化（事務の統
一）の検討

③ 個別公費・経費の相互扶助の
推進　等

◁ ロードマップ全文
はこちらから。

　（県ホームぺージ）

国民年金掲示板 医療介護課国保年金係　TEL４３・６８１３　FAX４３・６８９２

　20 歳に到達した学生は申請により、在学中の保険料納付の猶予を受けることができます。

　学生納付特例は、年度ごとに手続きが必要です。令和４年度分の学生納付特例を受けている人には、日本

年金機構から更新のお知らせが送付されます。令和５年度も希望する場合は、お知らせに同封されているハ

ガキ（申請書）に記入し、速やかに提出（ポストへ投函）してください。

　４月中旬を過ぎても更新ハガキが届かない人や、新規に申請を希望する人は、学生証または在学証明書（原

本）を持参のうえ、国保年金係で手続きをしてください。

■令和５年度の国民年金額が 2.2％（67 歳以下）、1.9％（68 歳以上）引き上げられます

　令和５年度の国民年金額（年額）は名目手取り賃金と物価変動率がプラスだったため、額改定ルールに基づ

き、67 歳以下の人は 2.2％、68 歳以上の人は 1.9％引き上げられ、次の額になります。

学生納付特例の申請はお済みですか

年金の区分
年金額

67 歳以下の人 68 歳以上の人

老齢基礎年金 795,000 円（+17,200 円）　　　 792,600 円（+14,800 円）　　　

障害基礎年金
１級 993,750 円（+21,500 円）　　　 990,750 円（+18,500 円）　　　

２級 795,000 円（+17,200 円）　　　 792,600 円（+14,800 円）　　　

遺族基礎年金（子が１人いる場合） 1,023,700 円（+22,100 円）　　　 1,021,300 円（+19,700 円）　　　

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

市 県 民 税
（ 普 通 徴 収 ）

納 期 限 6/30 8/31 10/31 1/31

督促状発行予定日 7/20 9/20 11/20 2/20

軽 自 動 車 税
納 期 限 5/31

督促状発行予定日 6/20

固 定 資 産 税・
都 市 計 画 税

納 期 限 5/1 7/31 12/25 2/29

督促状発行予定日 5/19 8/18 1/12 3/19

国民健康保険税
介 護 保 険 料

（ 普 通 徴 収 ）

納 期 限 7/31 8/31 10/2 10/31 11/30 12/25 1/31 2/29

督促状発行予定日 8/18 9/20 10/20 11/20 12/20 1/12 2/20 3/19

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

（ 普 通 徴 収 ）

納 期 限 7/31 8/31 10/2 10/31 11/30 12/25 1/31 2/29 4/1

督促状発行予定日 8/18 9/20 10/20 11/20 12/20 1/12 2/20 3/19 4/19

※ 口座振替の場合は、各納期限の日に登録口座から引き落としされます（再振替は行われません）。
※   納期限までに納付がなされていない場合、地方税法の定めにより、原則として納期限後20日以内に「督促状」

が発行されます。発行日から「督促手数料」100円が追加されますので、ご注意ください。

●問い合わせ先　税務課徴収係　TEL４３・６８０５

FAX４３・６８９２

　令和５年度の市税などの納期限は下表のとおりです。

納期限内の納付にご協力ください。

市税等の納期限について　～期限内に納めましょう～

新たに納付書に印字される地方税統一ＱＲコードを利用して、地方税共同機構が新たに開設した「地方

税お支払サイト」やスマートフォン決済アプリからの納付のほか、全国の地方税統一ＱＲコード対応金

融機関での納付が可能となりました。対象税目は固定資産税・都市計画税と軽自動車税（種別割）です。

納税方法が拡充されました
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図書館～ Library ～
ら い ぶ ら り http://www.ako-city-lib.com

「おばあちゃんへのおくり
もの」　　レイン　スミス
おばあちゃんに、おくりも
のがしたくなったウサギ。
カラスが教えてくれた方へ
向かって、おくりものを探
す冒険に出かけます。大き
な大きな湖を渡り、あなあ
き山を登って…

図書館からのお知らせ

　４月23日（日）～５月12日（金）は「こども読書週間」です。
　2023年の標語　“ひらいてとじた　笑顔がふえた”
　図書館では下記の関連行事を実施します。

●おすすめえほん展示

　関西福祉大学図書館との共同企画です。
　 関西福祉大学の学生さんが作成したポップとともにお

楽しみください。
▷期間　４月14日（金）～６月11日（日）
▷場所　市立図書館・関西福祉大学図書館
※ 東備西播定住自立圏域（上郡町、備前市）の図書館でも

同時期に開催しています。

●チャレンジ読書2023春

　 読書通帳を利用してたくさん本の貯金をしよう！
　20冊以上の“貯金”で粗品を進呈！
▷期間　４月14日（金）～６月11日（日）
　（中学生以下の方には無料で通帳を配布します）

「新聞は偉そうに噓をつく」／高山　正之
「世代の昭和史」／保阪　正康
「新まよけの民俗誌」／斎藤　たま
「日本列島誕生のトリセツ」／高橋　典嗣
「大発見の舞台裏で !」／宮坂　力
「知って楽しむハチ暮らし入門」／安藤　竜二
「人は何歳まで走れるのか ?」／南井　正弘
「英語の落とし穴大全」／佐藤　誠司
「上野千鶴子がもっと文学を社会学する」／上野　千鶴子
「あかあかや明恵」／梓澤　要
「女王さまのワードローブ」／ジュリア　ゴールディング
「子どもお悩み相談会」／角田　光代
「いちごハウスのおくりもの」／村中　李衣
「木になろう !」／マリア　ジャンフェラーリ　
「ジャングルジム」／岩瀬　成子

「保健室には魔女が必要」
石川　宏千花

その魔女は、やってくる生徒の
悩みを聞き、それを解決する「お
まじない」を授ける。ほかの魔
女の「おまじない」が気にいらな
い場合は、殴りあいの決闘を申
しこみ…

「1日1杯血液のおそうじスー
プ」　　　　　　　　栗原　毅
1日1杯飲むだけ。血液をきれ
いにする栄養素を凝縮した「お
そうじスープ」を紹介。「筋肉を
つくる」「疲れをとる」「睡眠の質
を高める」など、気になる症状
を改善できるアレンジレシピも
収録

「父から娘への7つのおとぎ話」
アマンダ　ブロック

レベッカは、かつて子ども番組
に出演する人気俳優だった父の
レオに20年近く会っていない。
ある日、男性記者が取材でレオ
の行方を尋ねてきた。レベッカ
は父が書いたというおとぎ話を
手がかりに彼を探そうとするが
…

TEL４３・０２７５　FAX４３・６２９１

心を込めてお手伝い！不用品の処分でお困りではありませんか？心を込めてお手伝い！不用品の処分でお困りではありませんか？

少量でもお気軽にお電話下さい！お見積り無料です！

☆大きな家財道具・重量物などの搬出からお手伝いします。

☆ベッド・タンス・ソファー・マッサージ機・金庫・農機具・ひな人形

☆エレクトーン・ダイニングセットなど上階からの搬出にも対応します。

赤穂市民総合体育祭の日程が決まりました

　令和５年度赤穂市民総合体育祭の日程が決定しました。日程表は、赤穂市ホームぺージでご確認ください。

●総合開会式　5 月 21 日（日）午前 9 時～

●開 催 期 間　5 月 21 日（日）を基準日とし、年間を通じて開催

　　　　　　　中学校基準日　5 月 14 日（日）

●問い合わせ先　スポーツ推進課　TEL４３・６８６９　FAX４３・６８９５

障害者就労施設「ロビー販売」好評実施中！

　障がいのある人の自立・社会参加を支援するため、障害者就労施設による「ロビー販売」を実施していま

す。多くの市民の皆さまのご来場をお待ちしております。

　参加事業所や実施予定については、市ホームぺージをご覧ください。

●実施日時　毎週水曜日　午前 10 時 30 分～午後 0 時 30 分（開催時間が変更になりました）

●会場　市役所１階　エントランスホール

●問い合わせ先　社会福祉課障がい福祉係　TEL４３・６８３３　FAX４５・３３９６

クラウドファンディング応援事業

●問い合わせ先　企画政策課

　　　　　　　　TEL４３・６８６７　FAX４３・６８２２

　市内の団体または個人が実施する、赤穂市の地

域活性化に寄与する事業の資金調達にあたり、市

は「クラウドファンディング」への取り組みを支

援しています。

CAMPFIRE
ホームぺージ▷

●応援プロジェクトの概要

　４月 29 日に、塩をテーマにしたイベント、マ

ルシェを赤穂海浜公園で開催します。赤穂の塩を

ＰＲすることにより、塩の販売促進と地域活性化

を図るプロジェクトです。

　赤穂といえば「忠臣蔵」「牡蠣」が有名ですが、

「塩」を思い浮かべる人は意外と少ないようです。

2019 年に“『日本第一』の塩を産したまち　播州

赤穂”が日本遺産に認定されているので、これを

機に赤穂の塩を盛り上げたいと考えています。

詳しくは、

「ＣＡＭＰＦＩＲＥ」で検索してください。

広 告

「赤穂塩まつり」

日本遺産

『日本第一』の塩を産したまち　播州赤穂

赤穂を「赤穂塩まつり」
で盛り上げたい！
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赤穂市ホームページへの有料広告募集中　　秘書広報課　TEL４３・６８７３

山崎喜代志法律事務所山崎喜代志法律事務所
弁護士がアドバイスします弁護士がアドバイスします

まずはお気軽にお電話ください

TEL.079-223-1772
土日祝日、早朝及び赤穂市内での相談も可能です。（要予約）

ホームページもご覧ください。

交通事故・離婚・相続問題
刑事事件・その他

赤穂こどもエコクラブメンバー

　赤穂こどもエコクラブでは自

然体験などを通して環境に対す

る能力や考え方を身につける活

動をしています。

●募集対象・人数

　市内小学校４～６年生

　 30人程度（１年間を通して活

動できる人）

●活動予定

　 原則５月～３月の第３日曜日

のうち、年８回程度

●申込期限

　４月24日（月）

●申込方法

　 市ホームページに掲載の申込

用 紙 を 持 参 ま た は 必 要 事 項

（学校名、学年、名前、生年

月日、性別、住所、電話番号、

メールアドレス）を電話、メ

ール、ＦＡＸでご連絡くださ

い。

●エコクラブだより

　 令和４年度の活動内容をまと

めたエコクラブだよりは、ホ

ームページで公開しています。

●応募・問い合わせ先

　環境課

　TEL４３・６８２１　FAX４３・６８９２

　メール kankyo@city.ako.lg.jp

第９期赤穂市高齢者保健福祉計

画及び介護保険事業計画策定委

員会委員

　令和６～８年度を期間とする

「第９期高齢者保健福祉計画及

び介護保険事業計画」の策定委

員会の委員を募集します。

●応募資格（全てを満たすこと）

▷市内在住の介護保険被保険者

　 （令和５年４月１日現在40歳

以上の人）

▷ 平日昼間の会議に出席できる

（年間５回程度）

▷ 市職員、市議会議員および本

市の他の審議会等の委員でな

い

▷ 赤穂市暴力団排除条例第２条

に規定する暴力団員または暴

力団密接関係者でない

●募集人数　３名以内

●任期　令和６年３月31日まで

● 応募方法　次の書類を持参、

郵送、ＦＡＸまたはメールの

いずれかで提出

▷ 住所、氏名、年齢、職業、主

な経歴、電話番号を記載した

申込書（書式は自由）

▷ ８００字程度の作文「テーマ：

高 齢 化 社 会 を 支 え る 地 域 社

会」（書式は自由）

●応募期限　５月８日（月）必着

● 選考方法と発表　選考委員会

により選考し、結果は応募者

全員に文書で通知します。

　（提出書類は返却しません）

●応募・問い合わせ先

　〒６７８－０２９２（住所不要）

　医療介護課介護保険係

　TEL４３・６９４７　FAX４３・７１３８

　メール　kaigo@city.ako.lg.jp

Come and Join Us!!

赤穂市国際交流協会（ＡＩＦＡ）会員

　新年度会員を募集します。

　会員の方には、会報誌（年２回）

やセミナー・イベント等のご案

内をお送りします。

　 当 会 は 会 員 の 皆 さ ん からの

ご支援により活動を行っていま

す。一人でも多くの方のご参加

をお待ちしています。

●年会費

　個人　１口１，０００円

　（※高校生以下は会費免除）

　団体・法人　１口１０，０００円

● 事業内容

　 在住外国人への日本語教室、

国際理解講座　など

●申し込み方法

　 所定の申し込み用紙に年会費

を添えて下記へ申し込んでく

ださい。（※申し込み用紙の

配布も下記で行っています）

●問い合わせ・申し込み先

　国際交流協会事務局

　（市民対話課内）

　TEL４３・６８１８　FAX４３・６８１０

赤穂市シルバー人材センター会員

　当センターでは、市内在住の

60歳以上および今年度60歳を

迎える人で、働く意欲のある人

を募集しています。まずは入会

説明会にお越しください。

　入会説明会当日の入会も可能

です。

●4・5月の入会説明会

▷日時　４月26日（水）

　５月８日（月）・24日（水）

　午後１時30分～

▷場所　当センター事務所２階

●お仕事承ります

　 施設等の管理業務、家事手伝

い、人材派遣等、お気軽にご

相談ください。

●問い合わせ先

　シルバー人材センター

　TEL４３・７２００　FAX４３・４６８７

　 https://webc.sjc.ne.jp/ako-

sjc/index

花と緑の教室「夏の草花の寄せ

植えと管理法」参加者

　県立赤穂海浜公園では、毎月、

季節にあわせたテーマで寄せ植

え教室を開催しており、今回はフ

ラワーセンターの良質な花苗を

使用し、「夏の草花の寄せ植えと

管理法」をテーマとしています。

花の特徴や植え方のワンポイン

トアドバイス等も聞けますので、

初めての人でも安心して楽しみ

ながら学ぶことができます。

● 日時　５月10日（水）

　午後１時30分～３時

● 場所　赤穂海浜公園オートキ

ャンプ場内　キャンパーズル

ーム

●定員　先着30人

●参加費　２，５００円

　 ※車でお越しの方は、キャン

プ場駐車場を利用可（無料）

● 講師　県立フラワーセンター 

非常勤講師

● 申し込み方法　窓口または電

話の場合、午前９時～午後５

時の間に、参加者の「氏名」

と「電話番号」を申し出る。

● 申込期限　４月26日（水）

　ただし、定員になり次第締切

●主催・申し込み・問い合わせ先

　 （公財）兵庫県園芸 ･ 公園協会 

赤穂海浜公園管理事務所

　TEL４５・０８００　FAX４５・０１８３

令和５年度第１回危険物取扱者試験

●試験日および実施場所

　６月11日（日）

※ 試験会場については４月上旬

頃に決定予定

●試験の種類

　甲種、乙種全類、丙種

●申請受付期間および申請先

▷書面申請

　４月20日（木）～ 27日（木）

　 （一財）消防試験研究センター

兵庫県支部へ郵送または持参

▷電子申請

　４月17日（月）午前９時

～ 24日（月）午後５時

　 （一財）消防試験研究センター

のホームページから必要事項

を入力し申請

●願書の配布場所

　赤穂消防署及び上郡消防署

　※４月上旬から配布予定

●問い合わせ先

　赤穂消防署予防課危険物係

　TEL４３・６８８２　FAX４５・０１１９

　上郡消防署庶務予防係

　TEL５２・５１１９　FAX５２・１３５１

△市ホームぺージ
　申込用紙のダウンロードや
　エコクラブだよりの閲覧はこちら

◁ （一財）消防試験研究
センターホームぺージ

　電子申請はこちらから

い、市政や市の将来像等につい

て気楽な形で意見交換します。

　市長との対話を希望される団

体、グループ等は、日程や開催

場所など事前に市民対話課まで

ご相談ください。

●問い合わせ・申し込み先

　市民対話課まちづくり係

　TEL４３・６８１８　FAX４３・６８１０

単身者でも市営住宅に入居でき

るようになりました

　令和５年４月より、単身者で

も市営住宅に入居できるように

なりました。

●対象住宅

　坂越高谷団地

　塩屋西団地

　塩屋団地

　千鳥団地（※）

※ 千鳥団地の募集は５月に行い

ます。

●申し込み・問い合わせ先

　市民課住宅係

　TEL４３・７０６６　FAX４３・６８１０

光化学スモッグ特別監視期間

　４月20日（木）～10月19日（木）は、

光化学スモッグ特別監視期間で

す。光化学スモッグ広報が発令

された場合、緊急時の措置とし

て各種対策が実施されます。

　光化学スモッグ広報等発令時

は、次のことに心がけましょう。

▷ 学校や施設では、できるだけ

屋外での運動を避け、屋内に

入りましょう。

▷ 目 に 刺 激 や 痛 み を 感 じ た 人

は、洗眼しましょう。

▷ のど、鼻に刺激や痛みを感じ

たときは、うがいをしましょう。

▷ 症状のひどい人は、医師の手

当てを受けてください。

●問い合わせ先　環境課

　TEL４３・６８２１　FAX４３・６８９２

～市長と語り合いませんか？～

市長ミニ対話集会のご案内

　市民の皆さまの声を幅広く取

り入れたまちづくりを進めるた

め、今年度も「市長ミニ対話集

会」を実施します。

　自治会、ＰＴＡ、母親クラブ

や趣味のサークルなど、皆さま

の 集 まりの 場 に 牟 礼 市 長 が 伺
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4/10 ～ 5/15健康・相談

人口（2月） 住民基本台帳登録者人口

世帯数 20,510 戸 （ － 7）

人口 45,302 人 （ － 55）

男 21,891 人 （ － 28）

女 23,411 人 （ － 27）

 （　）内は前月比
◎2月中の異動

出生 15 人（＋ 3 ） 転出 109 人（＋ 27）

死亡 68 人（－ 5） その他増 1 人（＋ 1）

転入 108 人（＋ 45） その他減 2 人（－ 1 ）

 （　）内は前月比

交通事故発生状況
区分 2月 2023年累計

発生件数 86（＋ 1） 174（＋ 4）

　人身 9（＋ 1） 17（＋ 1）

　物損 77（± 0） 157（＋ 3）

死者 1（＋ 1） 1（＋ 1）

重傷 2（＋ 2） 3（＋ 3）

軽傷 6（－ 4） 14（－ 6）

 （　）内は前年比

火災・救急状況
区分 2月 2023年累計

火災 1（ － 1） 3（ － 1）

救急 201（ ＋ 41） 467（ ＋ 119）

（　）内は前年比

火災発生時の問い合わせ

 TEL43・6899（自動案内）

　　　　　  FAX45・0119（FAX返信）

4 月

10
11 ●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

12 ●法律相談（要予約） 13：30 ～ 16：30 

13 ●人権相談 10：00 ～ 12：00 
●子育て相談 13：30 ～ 15：30　子育て学習センター

14 ●栄養相談（前日までに要予約） 9：30 ～ 11：30 

15 ●司法書士による法律相談（市民会館） 9：30 ～ 12：00
　兵庫県司法書士会西播支部

16 杉口整形外科 TEL４５・１４５１
9：00 ～ 17：00

17

18 ● HIV・肝炎相談（前日までに要予約） 9：20 ～ 11：00 
●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

19 ●心配ごと相談（弁護士・要予約） 13：00 ～ 17：00 

20 ●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所
●子育て相談 13：30 ～ 15：30　子育て学習センター

21 ●女性問題専門相談 （要予約）13：00 ～ 16：00 

22

23 田淵医院 TEL４３・４１１４
9：00 ～ 17：00

24

25
●生活習慣病健診（総合福祉会館） 8：30 ～
●行政相談 10：00 ～ 12：00 
●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所
●もの忘れ健康相談 13：00 ～ 15：00 包括

26
●法律相談（要予約） 13：30 ～ 16：30 
●心配ごと相談 13：00 ～ 17：00 
●こころの相談（要予約） 13：00 ～ 17：00 

27
●生活習慣病健診（城西地区体育館） 8：30 ～
●年金出張相談（要予約） 10：30 ～ 15：00
　問姫路年金事務所　TEL０７９・２２４・６３８２（案内１番）

28

29 黒田医院 TEL４３・５２１０
9：00 ～ 17：00

30 福田産婦人科麻酔科 TEL４３・５３５７
9：00 ～ 17：00

くらしのカレンダー掲載の事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「中止・延期」となる場合があります。

ま うち ごの き

5 月

1
2 ●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

3 三木内科 TEL４２・１７７１
9：00 ～ 17：00

4 梶原外科 TEL４２・９９３４
9：00 ～ 17：00

5 岩谷内科 TEL４５・２８８８
9：00 ～ 17：00

6

7 堀クリニック TEL４３・６０６６
9：00 ～ 17：00

8 ●人権相談 13：00 ～ 16：00 
●こころのケア相談（前日までに要予約） 14：30 ～ 15：30 

9 ●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

10

●生活習慣病健診（尾崎地区体育館） 8：30 ～
●農事相談 10：00 ～ 11：30 

農
●心配ごと相談 13：00 ～ 17：00 
●こころの相談（要予約） 13：00 ～ 17：00 
●法律相談（要予約） 13：30 ～ 16：30 

11 ●生活習慣病健診（尾崎地区体育館） 8：30 ～
●子育て相談 13：30 ～ 15：30　子育て学習センター

12 ●生活習慣病健診（尾崎地区体育館） 8：30 ～
●栄養相談（前日までに要予約） 9：30 ～ 11：30 

13 ●行政書士・司法書士・土地家屋調査士無料相談  
　（市民会館） 10：00 ～ 12：00

14 秋山成長クリニック TEL４６・４１１５
9：00 ～ 17：00

15

保育所子育て 赤穂TEL42・3368 塩屋TEL42・0323 尾崎TEL42・2297
　電話相談 御崎TEL42・3338 坂越TEL48・8458 有年TEL49・2297
子育て相談（子育て学習センター） TEL45・3290
青少年育成相談　青少年育成センター（随時） TEL43・7831
 フリーダイヤル 0120・783・115
消費生活センター（市民対話課内）  （随時） TEL43・7067（相談専用）
女性問題電話相談　女性交流センター （火～金 13:00～16:00祝日除く）TEL43・7800
犬・ねこの引取り問い合わせ　動物愛護センター龍野支所 TEL0791・63・5146
司法書士による法律相談　兵庫県司法書士会西播支部　TEL080・5743・0783

保健センター（すこやかセンター内） TEL46・8701
地域包括支援センター TEL42・1201
赤穂健康福祉事務所 TEL43・2321
地域活動支援センター TEL48・1615

ＦＡＸでの問い合わせ　市役所（代表）43・6892

問 い 合 わ せ 先

包括

市役所(代表)　 TEL43・3201
総合福祉会館　TEL42・1397
農業委員会　　TEL43・6845
市民対話課　　TEL43・6818農

赤穂市文化会館

チケット予約専用　TEL 43・5144　FAX 43・5950

ホームページ　https://www.ako-harmony.jp/

Facebook https://www.facebook.com/akoharmony

自主事業のお知らせはFacebookで配信中！！

主催（公財）赤穂市文化とみどり財団TEL４３ ・ ５１１１

松竹大歌舞伎

出演者：尾上松緑、中村梅枝、中村萬太郎、坂東新悟、尾上左近、坂東亀蔵　ほか

演　目：「鬼一法眼三略巻　菊畑」「土蜘」

入場料：一等席 7,000 円（友の会 6,000 円）、二等席 6,000 円（友の会 5,000 円）

高校生以下 1,000 円（二等席限定・友の会割引なし）

発売日：友の会 4 月 23 日（日）、一般 4 月 28 日（金）

7月26日（水） 午後１時半開演 大ホール 全席指定

工藤静香 Acoustic Live Tour2023

入場料：一般 7,500 円（友の会 7,000 円）

発売日：友の会 4 月 15 日（土）、一般 4 月 22 日（土）

８月13日（日） 午後5時開演 大ホール 全席指定

※上記いずれの日も窓口販売午前 9 時～、電話予約午後 1 時～

※上記公演は、未就学児のご入場はお断りします。

　また公演日の延期、中止または出演者が変更となる場合があります。

※詳細は、赤穂市文化会館までお問い合せください。（開館日：火曜日を除く午前９時～午後５時 15 分）

　広報あこう掲載のイベント
などは、新型コロナウイルス
のため「中止・延期」となる場
合があります。詳しくは、主
催者に確認してください。

デマンドタクシー「うね・のり

愛号」みんなで乗って、みんな

で支えよう！

　ご自宅（登録場所）から乗降場

所８カ所を結ぶ、片道３００円

の便利なタクシーです。

　赤穂市民の方で、事前に利用

者登録をされた方であれば、誰

でも利用できます。

　有年地区以外にお住まいの方

でも、有年地区に実家や友人宅

などを登録場所とすれば、有年

地区内でデマンドタクシーを利

用することができます。

　利用者登録は、随時受け付け

ていますので、名簿登録用紙を

ホームページからダウンロード

して、有年公民館または企画政

策課に提出してください。

●問い合わせ先

　企画政策課

　TEL４３・６８６７　FAX４３・６８２２

縦覧のお知らせ

　西播都市計画事業浜市土地区

画整理事業の事業計画第８回変

更（案）を縦覧に供します。

　この変更（案）に意見のある利

害関係人は、５月７日（日）まで

兵庫県知事宛に意見書を提出す

ることができます。

●縦覧期間

　４月10日（月）～ 23日（日）

　午前８時30分～午後５時15分

●縦覧場所

　市役所２階　区画整理課

●問い合わせ先　区画整理課　

　TEL４３・６８２９　FAX４３・６８９２

「赤穂市消費者協会定期総会・

消費者のつどい」

　消費者が安全・安心に暮らす

ためには、消費者自らが社会的

課題に関心を持ち、自ら考え行

動することが大切です。自立し

た消費者を目指し被害等に遭わ

ないために「消費者のつどい」

（講演会）を開催いたします。

●日時　５月８日（月）

　午後２時30分～３時40分

　（消費者協会定期総会終了後）

●会場

　赤穂市文化会館　小ホール

●内容　講演会

　講師　弁護士　山崎省吾　氏

●入場料　無料

●定員　先着１５０名程度

　　　　（要事前申し込み）

● 申込方法　下記問合せ先まで

ご連絡ください。

●主催

　赤穂市消費者協会・赤穂市

●問い合わせ先

　消費者協会事務局（市民対話課）

　TEL４３・６８１８　FAX４３・６８１０

お 忘 れ な く！！

納期限は５月31日（水）です

○市税○ 軽自動車税（種別割）
※５月12日（金）通知予定

税務課市民税係
TEL４３・６８０３
ＦＡＸ４３・６８９２

納税証明書が必要な人
・税務課窓口で発行手続きが必要です。（※障がい者減免対象者含む）
・ 口座振替による納付の人は５月31日（水）から１週間程度は「口座振替

記帳済みの通帳」を確認のうえ、納税証明書を発行しますので、通帳を
持参してください。

減免対象の人
　障がいにより歩行が困難な人のために使用されている軽自動車につい
ては、 軽自動車税（種別割）の減免制度があります。
　該当する人は、５月31日（水）までに税務課へ申請を！

○県税○ 自動車税（種別割）
兵庫県西播磨県民局龍野県税事務所

TEL０７９１・６３・５１３０
ＦＡＸ０７９１・６３・２５６０
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◆表紙の説明◆　市とアース製薬株式会社との包括連携協
定に基づく連携として、全国の自治体に先駆けて「衛生用品
防災備蓄自動販売機」が、指定避難所である赤穂すこやかセ
ンターと中央公民館に設置されました。

（3/28　赤穂すこやかセンター）

▪ 広報あこうは自治会を通じてお届けしています。

▪ スーパー、コンビニエンスストア、観光案内所（播
州赤穂駅）、各地区公民館、市役所にも設置して
います。

▪ 次回の回覧広報あこうは4月25日（火）、広報あこ
うは5月10日（水）発行予定です。

広 報

各コンテンツの視聴に関して 　
　Facebook・YouTube・マチイロは無料でダウンロード・利用できますが、ダウンロードおよび視聴にかかる通信料は自己負担です。利用する端
末の契約内容によっては高額となる場合がありますので、ご注意ください。

広報あこうがスマホで見られます。

https://machiiro.town/lp/hyogo_ako

▲

すくすく育て！わが家のホープすくすく育て！わが家のホープ

① お米は水洗いし、ザルにあげる。炊飯器に入れ調味料 A と、
分量線までの水を入れてひと混ぜしておく。

② 昆布はぬれ布巾等で汚れをふき取り、炊飯器に入れる。エンド
ウ豆はさやから取り出し、さっと水洗いして塩をまぶしつける。
熱湯に塩をまぶしたエンドウ豆を入れ、サッと茹でてザルにあ
げ、炊飯器に加えて昆布でフタをし、スイッチを入れる。

③ 炊きあがったら、昆布を取り出して10分蒸らし、底からごは
んを持ち上げるようにふんわりと混ぜ、お好みでゴマ塩を振る。

材　料（４人分）

春の食材

一口メモ

作り方

* １人分栄養素 *　エネルギー 320kcal　塩分1.5g

☆未就学児のわが家のホープモデルさんを募集しています☆

●申し込み・問い合わせ先　広報係　TEL４３・６８７３　FAX４３・６８９２　メール kouhou@city.ako.lg.jp
　ホームぺージ https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/hishokouhou/hope.html

▪編集後記▪

（料理協力：赤穂市いずみ会）

　令和５年度がスタートしました。広報あこうの編
集は引き続き髙が担当します。
　さて、今月の表紙は３月 28 日に赤穂すこやかセ
ンターと中央公民館に登場した「衛生用品防災備蓄
自動販売機」です。ビルトインされているごみ箱の
上には収納庫があり、その中に災害発生時に備えて
簡易トイレやマスク、消毒液などの衛生用品が備蓄
されています。自動販売機での衛生用品備蓄の取り
組みは「全国初」ということで、複数のマスメディ
アで紹介されました。
　「備えあれば憂いなし」髙もこの機会に防災袋の
中身をチェックしたいと思います。　　　　　　髙

米・・・・・・・・・・ ２合
昆布・・・・・・・ ５cm 角
エンドウ豆（さや付き） 約300ｇ
　　 または（むき身） 約100ｇ
塩・・・・・・・・ 大さじ１

　いんげんやえんどうなどは、若い種子の時期と完熟してからで
は分類が変わります。
　若い種子をさやごと食べるさやいんげん、さやえんどうは「野
菜」に分類されます。しかし、完熟した種子を乾燥させたものを、
普通「豆」と呼び、「野菜」とは別の分類になります。
　食べる部分や時期が違っているだけで、いんげんやえんどうは
野菜でもあり、豆でもあるのです。

豆ごはん

調味料　⎧酒・・・・・・ 大さじ1

A⎭
みりん・・・・ 小さじ1

　⎫薄口しょうゆ 小さじ2/3
　⎩塩・・・・・ 小さじ2/3
ゴマ塩・・・・・・・・ 適量

いつもにこにこ元気いっぱい

たくさん食べて大きくなってね！

ニコニコ笑顔で元気いっぱいの

こはるちゃん大好き！！

1歳おめでとう！パパママの所に

来てくれてありがとうね！
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